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自然資源め経済分析と「コモンズ論の新展開」＊

除　本　理　史

はじめに

　現在，人問の経済活動による自然資源の劣化・枯渇が，地球的規模で問題に

なっており，これに対する経済学的な解明が求められている。とくに，自然資

源の維持可能な（sustainab1e）利用を実現するための，政治・経済的諸制度

に関する解明が重要な課題となっている。しかしながら，Rettig（1995＝433）

が漁業資源に関して述べているように，従来，主流的な自然資源の経済分析は，

数学的解を得るために制度的諸要因を捨象しモデルを単純化してきた。

　このような中で，Danie1W．Brom1eyらの「コモンズ論の新展開」（植田

ユ996α，あ）といわれる潮流が，発展途上国における自然資源開発・管理政策に

対する批判的検討に立脚しつつ現実的・具体的な制度分析の重要性を強調して

おり，自然資源の経済分析を深めていく上で正面から受け止めるべき視角を提

示している。「コモンズ論の新展開」という呼称は，後述のように「コモンズ

の悲劇」論に対する批判をその理論的背景としていることによる。

　本稿では，BromIeyらの議論の紹介を行なう。とくに，アメリカ合衆国援助

庁（USAID）などの資金援助を受けて1985年に開かれた，全米研究協議会

（Nationa1Research　Counci1：NRC）主催の「共有的資源の管理に関す」る会

議」（NRC1986；以下，「会議」と略称）（1〕に焦点を当てていく。「会議」は，

それまで様々な学問領域で行なわれてきた共有的資源の管理制度に関する研究

を統一的な枠組みで整理した初めての試みであり，この分野でのr主要な国際

的イニシアティブ」（Berkes　and　Farvar1989：5）といわれている。この意

味で，「会議」はrコモンズ論の新展開」の出発点といってよい。まず次節で

は，「会議」開催に至った社会的・理論的背景について述べる。第2節では，

「会議」での議論を概観する。そして最後に，Brom1eyらの議論が経済学にお
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いていかに受け止められているか，その現状と課題について簡単に述べ，まと

めとしたい。

1「コモンズ論の新展開」の背景

1．1社会的背景

　「共有的資源の管理問題の緊急性に対する注目は，全米研究協議会のAdvi－

sory　Committee　on　the　Sahe1［ACOSコによって運営された一連の研究・討

論の中から生まれた」（NRC1986＝vii）。サヘル（Sahe1）地域は，アフリカ

のサハラ砂漠南縁に連なるステップやサバンナで構成される乾燥地帯で，典型

的な「生態系の崩壊ベルト」である。サヘルでは1968～73年に干ばつが起こり，

それ以来，貧困問題や砂漠化を中心とする環境問題が世界的に注目を集めてい

た。そのような中で，USAIDの要請により，サヘルにおける自然環境の回復

（rehabi1itation）と開発に関する長期戦略を作成することを目的として，1978

年，ACOSカ羊NRC内に組織された。ACOSは，環境回復とアクロフォレスト

リー（agroforestry）に関する研究を行ない，2つの報告書をまとめた（NRC

1984α，わ）。

　サヘルにおける砂漠化は，サハラ砂漠が南下するどい一うより，都市・村落・

井戸など人間活動が集中する地域で砂漠状の区域ができ，それらが連なってい

くものである（NRC1984b13；石1988112－4）。つまり，自然的な要因に

加えて，入口や家畜の増加に伴う自然資源の過剰利用などの人為的要因が大き

い。このような砂漠化をくいとめる一つの手段として注目されたのが，アクロ

フォレストリーである。これは，樹木とともに農作物や家畜を同じ土地の上で

育てるという古くからある手法で，モノカルチャー的な商業生産とは対照的な，

主に生産者自身や地域社会向けの生産活動として捉えられている（NRC1984

6：v，21－2）。それまでの政府による森林資源管理（海外からの援助を受ける

こともある）は，植林地を囲い込んで人々を排除するもので，人々の間に，資

源保全に対する協力ではなく敵意を生んでいた。そのため，地域社会の必要を

満たしつつ，技術や土地利用システムなど地域的な社会経済枠組を前提として，

資源保全を行なうことによって，住民の参加（participation）を促すことが

課題であり（参加型資源管理［participatory　resource　management］），アク

ロフォレストリーがその課題に最適とされたのである（捌d，19－11，35－6，
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ch．5）。また，住民参加を促す一つの成功例として，中東地域の伝統的資源管

理システムであるヘマ（加mα）が注目され，サヘル地域の問題・条件に対す

る応用可能性の研究が課題とされた（NRC1984α：55－6）。シリアでは，ヘ

マが現代的に再構築されており，遊牧民がヘマ協同組合を結成すると，政府は

協同組合に対しそのメンバーのみに放牧が許される牧草地を与える（Draz19

8318）。これは後述する「共有制度（common　property　regime）」の一形態

である。したがって，途上国における自然資源管理を成功させるために，伝統

的な管理制度や手法を取り入れつつ，住民参加を促していくという課題が「コ

モンズ論の新展開」の背景にあるのである〔…川〕。

　次に，参加型資源管理の問題から発して，「なぜ共有制度の概念が重要な役

割を果たすようになったかにっいて述べることにしたい。この点を理解するに

は，Ciriacy－Wantrup　and　Bishop（1975）による「コモンズの悲劇」論批判

について述べておく必要がある。この「コモンズの悲劇」論批判が，「会議」

の理論的背景を成している。

1．2理論的背景一所有制度としての川。ommon　prop6rty…

　「共有的資源」を論じる際にしばしば引用されるのが，Hardinの「コモン

ズの悲劇（The　Tragedy　of　the　Comm㎝s）」（1968）である。Hardinは，

イキりスの開放耕地（open　fie1d）・放牧入会制を念頭に，「すべての人が使用

できる牧草地」を想定する。その牧草地に各牧夫が1頭放牧することによる過

放牧の費用はすべての牧夫によって負担されるので，放牧による効用よりも相

対的に小さくなるであろう。その帰結は，すべての牧夫の効用最大化行動によ

る「破滅」であ乱Hardinは，このような悲劇を回避するために，「コモンズ」

を私有財産あるいは公有財産とすることで，利用を制限することを提案した。

　このような「コモンズの悲劇」論を批判したのが，Ciriacy－Wantrup　and

Bishop（1975）である。「コモンズの悲劇」論は，「共有的資源」を「すべて

の人が使用できる」ものとしている。ここには，「所有（property）」概念に

対する混乱がある。Propertyとは，「自然資源の利用・移転（売却・賃貸・相

続などを通じた）に関する諸権利の束（bundユe）」であり，税制・信用などの

「2次的」制度を派生させる，「「1次的』社会制度（“primary”soc｛a1insti－

tution）」である。その一形態である「共有（common　property）」とは，
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「一定数の〔資源〕所有者が，資源を利用する権利において同等であるように

資源所有権を分配した状態」であり，所有者集団以外の潜在的な資源利用者は

排除されている。したがって，すべての人が使用できる資源，すなわち「所有

されていない資源（unoWned　reSOurCeS）」（’〕を「共有的資源」と呼ぶのは形

容矛盾である（ibid．：714－5）（ヨ〕。つまり，共有とは「共同所有者集団にとっ

ての私有」であり，私有とも公有（国有を含む）とも異なる第3の所有制度

（property　regime）なのであって，propertyを制度でなく資源それ自体と捉

えてしまうと，前述の形容矛盾につながる（Brom1ey工989α，6，199ユα，ろ，

1992）。したがって，所有制度と資源それ自体を峻別することは，決定的に重

要である。Hardinは，「共有的資源」には所有権が存在しないかのように述べ

ているが，共有という所有制度が見落とされているのである。

　所有制度は資源管理制度の側面を持っている。ある者が自然資源の所有権を

持つことは，他者がそれを尊重する義務を持つことであり，そのような権利・

義務構造が資源管理制度である。同様に，共有制度では，（a）資源所有者の

集団はそれ以外の者を排除する権利を持ち，排除された者はそれに従う義務を

持つ。（b）また，個々の所有者は，互いに，資源利用と管理に関する権利と

義務を持っ（Bromユey1989仏6．1991則わ，19戸2）（6〕。

　「会議」でも示されているように，（成功の程度に差はあるものの）実際に

資源管理が共有制度によって行なわれている（た）事例は数多い。例えば，

Hardinが念頭に置いていたイギリスの開放耕地・放牧入会制も，彼の想定と

は異なり，本来，共有制度によって資源管理が行なわれていた（Dah1man1980；

茂木1994）。

　したがって，この共有制度の概念を提起することは，前述のヘマや日本の入

会制度などの伝統的システムを，資源の私有化・公有化と並ぶ一つの資源管理

施策として位置づけることになり，参加型資源管理という方向性に道を開くも

のとなる。所有制度を私有と公有に二分する「コモンズの悲劇」論は，「資源

劣化を克服し共有制度を存続させうる，現実の社会組織的仕組（aCtua1SoCiO－

organizationa1arra㎎ements）から分析的注意をそらす」（Brom1ey　and

Cemea198917）ものに他ならない。

　以上の社会的・理論的背景から，「いかにして，またなぜ，ある集団は共有

的資源の管理に成功し，他は失敗しているのか」（Feeny1986：8）という，
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「会議」の基本的問題意識が形成された。これは，参加型資源管理を推進する

ための政策提言の基礎にもなる。

2「会議」における議論

2．1　「会議」の報告枠組一政策的夕一ケットとしての「制度」

　「会議」には，9カ国から，経済学・政治学・人類学などの研究者，開発援

助機関やNGOの関係者が参加し，参加者数は58名にのぼった。前述のように，

「会議」の基本的課題は，「共有的資源」の管理が成功あるいは失敗する原因を

明らかにすることである。「会議」では，Ciriacy－Wantrup　and　Bishop（1975）

による所有制度としての「共有」概念が前提されており（7〕，Oakerson（1986）

を共通の枠組として，5つの資源分野（魚・野生動物，水，放牧・牧草地，農

用地，森林・低木林）ごとに事例報告が行われた。

　Oakersonが提示した分析枠組は次の4つの部分から成る。（1）資源利用に対

する技術的・物理的制約。（2）資源利用における意思決定を規定するルール・

組織・制度。（3）資源利用者等の相互依存的な行動様式。（4）社会的・経済的結

果。（1）技術的・物理的制約は，①資源利用の共同性（jointness），②排除可

能性，③資源の不可分性から成る。うち①②は，公共財の定義に用いられ一る概

念である。①共同性とは，誰かの資源利用が，他の人々の利用を妨げることが

ないということであり，逆に言えば，資源利用における競合性（subtractabi1ity）

を意味する。②排除可能性とは，ある人々が排他的に資源を利用できることを

さす。③不可分性とは，資源の特性や技術に規定された，分割私有化の困難さ

をいう。（2）は，慣習なども含むいわゆる広い意味での「制度（institutions）」

であり（捌d．：17），「誰が，何を，誰との関係で意思決定するか」を規定す

孔これには，資源利用者集団内でのルールだけでなく，その外に位置する国

家や市場なども含まれる。（3）相互依存関係は，個々人が，他人の行動を予測

しつつ自らの戦略を選択することに起因する。この場合，戦略とは，相互に協

調するか否か，ルールをどの程度確実に執行するかなどである。そして，（4）

に関しては，資源利用者，意思決定者，その他関係者の諸行動のもたらす結果

が，効率性・衡平性などの基準によ．って評価されることになる。以上の関連は，

図1のようになっており，短期的には矢印は一方通行的であるが，長期的には

逆の影響関係が働くと考えられる。また，社会的・経済的結果の評価から，よ
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り良いルール・制度の設計を考える場合，（4）→（3）→（2）と矢印を逆にたどっ

ていくことによって，示唆を得ることができる（目）。

G）

鼡蛛u1＝篶ギ
／　　　／・）相互依存的な行動様式

（2）　　　　　　　　　　　　　　　　14）社会的・経済的結果

　この枠組では，制度的諸要因が主要な構成要素として（2）の中に位置づけら

れており，また，政策的ターゲットにもなってい札

2．2事例報告の一例

　ここで，事例報告の一例として，ブラジルのバイア地方における伝統的な漁

業管理を紹介しておく。

　Corde11and　McKean（1986）によれば，バイア地方の漁法は巾着網など16

世紀以来あまり変わらない伝統的なものである。海岸線は河口などで入り組み，

珊瑚礁が点在して沿岸漁場を区画しやすくしている。各村落の地先漁場には保

有権（temre）があり，アクセス制限がおこなわれている。すなわち，数時間

から数日間投網して回遊性の魚を捕る権利や，汽水域の産卵場・珊瑚礁・投網

場に対する長期の私的権利があり，船長の集団，家族，船長個人などに与えら

れる。例えばVa1enca地先では，258の投網場があり，各々がさらに潮の状態

などによっていくつかの水域に分割されている。隣り合った地先漁場の間には，

利用権が緩く設定されている緩衝地帯があるが，そこでも秩序を保っためのルー

ルは存在している。ルールの執行は，相互に施し合うことによるr召8ρ批。（re－

spect）と呼ばれる倫理的慣習に支えられている。こうして，漁民間のコンフ

リクトが抑えられているだけでなく，操業する漁船数を制限することで，資源

保全にもつながっている。このようなシステムは，政府機関からは承認されて

おらず，漁業法制とは矛盾している。法的には領海は公有とされており，事実

上オープン・アクセスである。しかし，バイアが地理的・文化的に限界地域に

位置しているため，行政当局の目が届いていない。バイアの漁民は，「政府の
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規制に邪魔されず働けるよう，地理的・文化的限界性という遮蔽物を利用して

いる」のである（伽∂．：91）。

2．3　「会議」での結論

2．3．1概念の整理一「コモン・プール資源」について

　「会議」で得られた結論としては，まず，概念の整理があげられ孔とくに，

「会議」の主題である「共有的資源」という用語自体が，参加者の問で明確でなかっ

た。「共有的資源」という言葉は，共有制度によってのみ適切に管理される資

源があるかのような印象を与える（Brom1θy1986ろ＝595）。しかし，前述のよ

うに，所有制度と資源それ自体の峻別は決定的に重要であり，一つの資源は多

様な所有形態に対応しうるのである。そこで，Ostrom（1986）は「共有的資

源」と言わずに「コモン・プール資源（common　poo1resources）」という用

語を用い，その特性を次のように私的財・公共財と対比している。私的財は，

共同性が低く排除可能性が高い財であり，経済セクターとしては市場経済に最

も適合する。他方，公共財は，共同性が高く排除可能性が低い財であり，公共

部門によって供給される。この中間にあるのがコモン・プール資源である（自

然資源だけでなく，人工的設備も含む）。つまり，低い共同性（高い競合性）

と低い排除可能性を特性とする（図2）。ただし，それらの度合は資源によっ

て多様であり，コモン・プール資源にとって最も適合的な経済セクターについ

ては政策上の検討課題とされている。

　　　　　　　　　　　　　　　　共同性　高い

低い

公共財

コモン・プール資源 私的財

排除可能性

高い

　　　　　　　　　　　　低い

図2　私的財，公共財，コモン・プール資源

232　資源管理の成功・失敗要因，および政策提言

　「会議」の基本的課題であった，資源管理の成功・失敗要因の解明に関しては，
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Ostromが次のようなまとめを行っている。

　Ostrom（1986）は，「特定のコモン・プール資源を利用する（あるいは利

用する権利をもつ）個人の集合」を「利用者の集団組織」（user　group　orga－

nization1UGO）と呼び，次のように述べている。「会議での仮説的だが主要

な発見は，（利用者の需要を所与として）ある程度希少なコモン・プール資源に

近接し，依存して，長期にわたり生活してきた相対的に小さないかなる住民集

団も，何らかの類型のUGOを組織している可能性が高いということである」

（圭舳．＝608）。そして，UGOの組織化を容易にする要因として以下の6つをあ

げた。（1）集団内のある種の不均等性（heterogeneity）。具体的には，組織化

のイニシアティブをとる者がいること。（2）先進的モデルの存在。（3）資源管理

機能を組み込めるような既存の村落組織の利用可能性。（4）資源利用に関する

集団内の均等性（homogθneity）。つまり，資源利用に関してコンフリクトが

存在しない，あるいは調整されていること。（5）UGO組織化により，資源への

オープン・アクセスに起因するリスクが減少するという共通認識が存在するこ

と。（6）特定資源の利用者が地理的にまとまっていること。

　さらにOstromは，UGOの存続を可能にする条件として以下の6つをあげた。

（1）すべての関係者がルールを知り，それについて合意できるように，ルール

が明確で簡潔であること。（2）ルールの執行が明確で，資源利用者自身による

「社会的執行（sociaI㎝forcement）」により支えられていること。（3）人口増

加，技術変化，政府介入など外生的変化が緩やかであること。（4）集団内のコ

ンフリクトに適切に対応しうるシステムの存在。すなわち，コンフリクトが起

こった場合，それを問題発見・解決の糸口としうること。（5）目的に応じて多

様な意思決定ルール（単一の意思決定者によるか議決によるか，全員一致制か

多数決が，など）が存在していること・（6）外的条件，あるいはより大きなコ

モン・プール資源の問題に対応できるよう，UGOが自らを包摂する組織の一部

として機能しうること（邊㌧

　以上から導かれる開発援助機関と援助受入れ国に対する勧告は，資源管理制

度の法制化など公共的介入に際しては共有制度が存在することを前提とすべき

だ，ということである。共有制度を法的にサポートするのは有効だが，不適切

なものにならないように注意しなければならない。また，それがうまく機能し

ていないので公共的介入が必要だということを証明する義務は，介入する主体
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が負うべきである（Ostrom1986＝608；Peters1986：621）。また，Peters

（1986）一 ﾍ，UGOによる資源管理に役立つ小規模なインフラストラクチャーの

提供，資源利用者間の情報伝達のためのデータ収集・モニタリング手続の確立，

などの提言を行っている。

まとめ

　以上見てきたように，BromIeyらの提示している視角は，制度に関わるもの

である。Brom1eyは「会議」の開会挨拶において次のように述べている。「我々

は皆，商品としての自然資源から管理制度，体系，機構（management

regimes，systems，and　mechanisms）へと焦点が移ったことを歓迎しなくて

はならない。こう言ったからといって資源自体が重要でないと言いたいのでは

なく，資源管理を規定する管理制度やルール・慣習への理解に進歩がなければ，

資源劣化の回避にも進歩を期待できないと言いたいのである」（Brom1ey1986

α：4）。しかもその制度分析は，現実的・具体的でなくてはならない。「会議」

の社会的背景にある政策志向が，現実的・具体的制度分析を必要としているの

である。前述のように，共有制度の概念もそのための分析用具ともいえよう。

　現在，日本においてBrom1eyらの議論を最もよく受け止めている一連の経済

学的研究として，宇沢・茂木（1994），宇沢・國則（1995）をあげることがで

きる。前者の「プロローグ」で宇沢弘文氏は，自然環境を含む社会的共通資本

に関する「経済的側面からの，理論的，歴史的，制度的分析」として同書を位

置づけ，社会的共通資本の「最適な管理，維持制度」の研究を「もっとも重要

な課題の一つ」としている。同書では，社会的共通資本の一部を成す自然環境

の管理・維持制度として，共有制度（「コモンズ」と呼ばれている）に関する考

察がなされているが，その際，それぞれの自然環境が置かれた「社会的，経済

的，法制的な諸条件」のもとで共有制度が「さまざまな形態をとる」ことが念

頭に置かれている（「プロローグ」4頁）。このように現実的・具体的制度分

析の視角が提示されていることは非常に重要だが，自然環境の維持・管理制度

に関する歴史・現状分析と理論的分析（冒頭で述べた主流的経済分析の枠組に

沿っている）との間に，なお大きな隔たりがあるように思われる。この隔たり

を埋めていくことが，自然資源の経済分析を深める上で一つの重要な作業とな

ろう。
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＊本稿執筆にあたって，財団法人野村学芸財団から助成を受けた。

（1）　Confer㎝ce　on　Common　Proporty　Resource　Management，

　　Amapohs，Apri121－26．1985，prepared　by　Pano1on　Common

　　Property　Resour㏄Management，Board　on　Science　and　Tech－

　　no1ogy　for　Intemationa1Development，Offi㏄of　Internationa1

　　Affairs，Nationa1Research　Counci！．

（2）　日本における，多辺田（1990），中村・鶴見（1995）などによる「コモ

　　ンズ」研究は，玉野井芳郎が，「六○年代から顕在化した環境汚染に対し

　　て『市場経済がそれ自身の力で制御することは困難である」とし，市場経

　　済から非市場経済へと視点を移し，人間の経済を支えている諸制度に光を

　　当てようと，脱市場を指向する『広義の経済学」を提唱した」（多辺田19951

　　ii）ことに端を発するものであり，本来は参加型資源管理とは関係がない

　　といってよい。

（3）Brom1eyらにおいては，これは，「環境的公正」（environmentaリus－

　　tice）の観点を形成している。Brom1ey　and　Cemea（1989：8）は，世

　　銀などによる従来の自然資源開発・管理プロジェクトを批判し，「維持可能

　　な発展のための技術援助は，ある特定の文化規範にかたよる，あるいは一

　　国の自然資源に対する集権的統制（COntrO1）に究極の真理を見るイデオ

　　ロギー的確信にかたよる自民族中心主義的偏向（ethnocontric　bias）で

　　はなく，論理的・概念的一貫性を必要としている」と述べている。また，

　　Brom1ey（1991α：134）は，「地域レベルでの責任ある統治構造の発生に

　　依然として政治的脅威を見る，多くの〔途上〕国の政府の傲慢さとエリー

　　ト主義」の有害性を指摘している。これは，途上国の自然資源開発・管理

　　政策におけるエリート主義・自民族中心主義を批判し，環境保全と社会的

　　公正の同時達成，すなわち「環境的公正」（戸田1994）を追求しているも

　　のといえよう。ただし，参加型資源管理が現在の政治経済体制の安定化に

　　つながるという側面もある。NRC（1984b：25）は，「アクロフォレスト

　　リーは，村落共同体を安定化させ，しばしば急速な社会経済的変化に関連

　　する社会的無秩序を減じるのを助けることができる」と述べてい乱また，

　　岡（1994）は，タイにおいて，治安維持と社会的安定のために農村住民へ

　　の懐柔策としてフォレストビレッジ計画が行なわれた例を紹介している。

（4）現在では，「資源が所有されていない状態」は，「オープン・アクセス

　　（opon　a㏄ess）」あるいは「非所有（nonproperty）」などと言われる

　　ことが多い（o，g．，Brom1ey1989α，ら，1991軌わ，1992）。

（5）　「共有的資源」という言葉は不適切であるが，後述のように「会議」に

　　おいては角いられたため混乱を生んだ。したがって，本稿では「共有的資

　　源」という言葉を引用文中，またはカッコ付きで用いている。

（6）Brom1eyは（a）（b）ともに満たされる（事例により程度の差はあるも
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　　のの）場合に共有制度と呼んでおり，Stevenson（1991＝57－8）も（a）の

　　みが満たされ，（b）が満たされないケースを“1imi吉。d　user　open　a㏄ess”

　　と呼んでいる。一方，BaIaηd　and　P1atteau（1996：2）は（a）の側面

　　を強調し，（b）が満たされるものを“rogulated　common　property”，

　　満たされないものを“unregu1ated　common　property”と呼んでいる。

（7）　バックグラウンド・ぺ一パーであるRunge（1986133－4）はそのことを

　　明記しているが，「共有的資源」という用語に伴う混乱は避けられなかっ

　　た。

（8）Oakerson（1986）の分析枠組における（1），および（2）（3）は，それぞれ，

　　都留（1972）における「素材」と「体制」の概念に類似しているが，（2）（3）は

　　さらに，「素材」と「体制」を媒介する「中間システム」（宮本1989）をも含

　　んでいると．患、われる。

（9）　ただし，Ostromも述べているように，以上の点は仮説的なものであり

　　更なる検討を要すること，また，UGOの存続条件についてはUGOが存続

　　しているからといって必ずしも良い成果を生んでいるとはいえないことに

　　注意する必要がある。さらに，結論をあまり一般化しすぎることに対する

　　批判もある（Ostrom1986：601）。
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